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１．概要書（案）

・敷地：

・構造：

・規模：

平成 28 年度 令和 2 年度

事後評価

同種事業の計画・
調査のあり方や
事業評価手法の
見直しの必要性

現時点で見直しの必要性は見られない。

事業実施による
環境の変化

環境負荷低減の取組やCASBEE評価の結果から特に問題はないと考えられる。

対
応
方
針

今後の事後評
価の必要性

事業の効果は十分に発現していると考えられるため、今後の事後評価の必要性はない。

改善措置の
必要性

事業の効果は十分に発現していると考えられるため、改善措置の必要性はない。

社会経済情勢等の変
化

本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は特にないと考えられる。

費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化

当初の事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、事業採択の時点から特段
の要因の変化はないと考えられる。

事業の効果の
発現状況

・位置、規模及び構造の観点から、業務を行うための基本機能を満足していることが確認出来る。
・地域性、景観性、環境保全性、木材利用促進、ユニバーサルデザイン、防災性及び耐用・保全性について、特
に充実した取組がなされており、官庁営繕の施策が適切に反映されていることが確認出来る。
以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
　入居予定官署が現在使用している庁舎については、経年による老朽、耐震性能不足、狭あい等の問題を有し
ており、利用者の安全・安心と利便性を確保するうえで支障となっている。
　さらに、合同庁舎は高山市シビックコア地区整備計画において主要な施設に位置づけられており、まちづくりへ
の寄与、集約化による国有財産の有効活用の観点から、早急に施設の整備を行う必要がある。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：官庁施設の利便性、安全性等の向上
・施策目標：環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する

該当基準 事業完了後２年間が経過した事業

事業諸元

4,015 ㎡

鉄筋コンクリート造 地上４階

5,501 ㎡

事業期間 事業採択 完了

その他

令和　５年度

事業名 （箇所名） 高山地方合同庁舎
担当課 技術・評価課

総事業費 （億円） 21.8

国土交通省

担当課長名 小岩井 康臣 中部地方整備局

実施箇所 岐阜県高山市昭和町２丁目

事業
主体
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事業名 高山地方合同庁舎

３．事業の評価内訳

　１．事業計画の必要性

計  画  理  由 評 価 の 根 拠
●建替等の場合

①老朽 87.0 点
現存率：税務署５５％（築４６年）、職業安定所５９％
（築４３年）、法務総合庁舎６０％（築３８年）

②狭あい 2.4 点 面積率：税務署 ０．７１、検察庁０．７２
③借用返還 1.7 点 民借：自衛隊
④分散 - 点
⑤都市計画の関係 4.0 点 高山市シビックコア地区整備計画
⑥立地条件の不良 - 点

⑦施設の不備 2.5 点
耐震性能不足：税務署
バリアフリー法建築物移動等円滑化基準不適合：
税務署、職業安定所

⑧衛生条件の不良 - 点
⑨法令等 - 点

イ ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨ 計 97.6 点
●新規施設の場合

①法令等 － 点
②新たな行政需要 － 点
③機構新設 － 点

イ’①+②+③ 計 点
10 点 合同庁舎計画

107 点

　２．事業計画の合理性

評 価 の 根 拠

100 点
同等の性能を確保できる他の案との経済比較を
行った際に、事業案の方が経済的であると評価され
る

　３．事業計画の効果

評 価 の 根 拠
①用地の取得・借用 1.1 国として用地を保有できている
②災害防止・環境保全 1.1 自然的条件からみて良好な状態である
③アクセスの確保 1.1 施設へのアクセスは良好である

④都市計画その他の土地利用に関する計画との整合性 1.0
都市計画・土地利用計画等に積極的に貢献してい
る。

⑤敷地形状等 1.0
敷地全体の有効利用や敷地への安全・円滑な出入
りが実現できている。

イ ①×②×③×④×⑤ 計 1.33
①建築物の規模 1.0 業務内容等に応じ、適切な規模となっている。

②敷地の規模 1.0
建築物の規模及び業務内容等に応じ、適切な規模
となっている。

ロ ①×② 計 1.0
1.0

ハ ① 計 1.0

133 点

　　社会性（地域性）
　　社会性（景観性）
　　環境保全性（環境保全性）
　　環境保全性（木材利用促進）
　　機能性（ユニバーサルデザイン）
　　安全性（防災性）
　　経済性（耐用性）
　　経済性（保全性）

①機能性
（業務を行うための基本機能に該当する部分）

評点（イ×ロ×ハ×100）

業務を行うための基本機能（Ｂ１）の発現状況

耐用性の効果がある。
保全性の効果がある、

景観性の効果がある。
環境保全性の効果がある。
木材利用促進の効果がある。
ユニバーサルデザインの効果がある。
防災性の効果がある。

執務に必要な空間及び機能が適切に確保されてい
る。

評　点

　加算点

評点（イまたはイ'+加算点）

発現効果
地域性の効果がある。

分類及び評価項目
施策に基づく付加機能（B２）の発現状況

評　価　項　目 評　点

分　類 項　目 係　数

事業計画の合理性

位    置

規    模

構    造
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４．事業計画の合理性

（単位：千円）
Ａ．　事業案の総費用

金額
1 初期費用 2,258,421
（1）建設費 2,110,255
（2）企画設計費 148,166
（3）解体費 0

2 維持修繕費 1,479,630
（1）修繕費 398,987
（2）保全費 738,284
（3）光熱水費 342,359

3 土地の占用に係る機会費用 432,114

4 法人税等 -310,400

事業案総費用 3,859,765

Ｂ．　代替案の総費用
金額

1 初期費用 2,185,993
（1）増築・改築費 2,018,807
（2）企画設計費 102,234
（3）解体費 64,952

2 維持修繕費 1,531,862
（1）修繕費 409,841
（2）保全費 738,674
（3）光熱水費 181,157
（4）賃料 202,190

3 土地の占用に係る機会費用 589,782

4 法人税等 -342,737

代替案総費用 3,964,900
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計
画

の
進
捗

周
囲
が
区
画
整
理

等
施
行
済
み
で
当

該
施
行
分
の
み
未

施
行
と
な
っ
て
い
る

も
の

区
画
整
理
等

施
行
中
で
早

く
立
ち
退
か

な
い
と
妨
害

と
な
る
も
の

区
画
整
理
等
が

事
業
決
定
済
で

あ
る
も
の
(年
度

別
決
定
済
み
)

区
画
整
理
等
が

計
画
決
定
済
で

あ
る
も
の

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、主
要
素

と
従
要
素
に
区
分
し
た
上
で
得
ら

れ
る
評
点
(従
要
素
の
場
合
は
評

点
の
1
0
分
の
1
。該
当
す
る
理
由

が
な
い
場
合
は
0
点
)に
、次
の
い

ず
れ
か
を
加
算
し
、当
該
計
画
理

由
の
評
点
と
す
る
。

・シ
ビ
ッ
ク
コ
ア
計
画
に
基
づ
く
も

の
の
う
ち
、シ
ビ
ッ
ク
コ
ア
内
の
当

該
施
行
分
を
除
く
施
設
、関
連
都

市
整
備
事
業
等
の
全
て
が
整
備

済
み
の
場
合
は
7
点
、少
な
く
と
も

全
て
が
建
設
に
着
手
済
み
の
場

合
は
4
点

・地
方
公
共
団
体
の
施
設
と
合

築
整
備
(同
一
又
は
隣
接
す
る
敷

地
に
増
築
に
よ
り
一
体
的
に
整

備
す
る
場
合
を
含
む
。以
下
同

じ
。)
を
す
る
も
の
で
、そ
の
合
築

整
備
が
確
実
な
場
合
は
、4
点

・地
域
防
災
へ
貢
献
す
る
取
組
が

確
実
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、4
点

地
域
性
上

の
不
適

都
市
計
画
的
に
み
て

地
域
性
上
著
し
い
障

害
の
あ
る
も
の
又
は

防
火
地
域
若
し
く
は

準
防
火
地
域
に
あ
る

木
造
建
築
物
で
延
焼

の
可
能
性
が
著
し
く

高
い
も
の

都
市
計
画
的
に
み

て
地
域
性
上
障
害

の
あ
る
も
の
又
は
防

火
地
域
若
し
く
は
準

防
火
地
域
に
あ
る

木
造
建
築
物
で
延

焼
の
可
能
性
が
高

い
も
の

都
市
計
画
的
に

み
て
地
域
性
上

好
ま
し
く
な
い
も

の
又
は
防
火
地

域
若
し
く
は
準

防
火
地
域
に
あ

る
木
造
建
築
物

で
延
焼
の
お
そ

れ
が
あ
る
も
の

立
地
条
件

の
不
良

位
置
の
不

適

位
置
が
不
適
当
で
業

務
上
非
常
な
支
障
を

来
し
て
い
る
も
の
又

は
公
衆
に
非
常
に
不

便
を
及
ぼ
し
て
い
る

も
の

位
置
が
不
適
当
で

業
務
上
支
障
を
来

し
て
い
る
も
の
又
は

公
衆
に
不
便
を
及

ぼ
し
て
い
る
も
の

位
置
が
不
適
当

で
業
務
上
又
は

環
境
上
好
ま
し
く

な
い
も
の

地
盤
の
不

良

地
盤
沈
下
、低
湿

地
又
は
排
水
不
良

等
で
維
持
管
理
が

不
可
能
に
近
い
も

の

地
盤
沈
下
、低
湿
地

又
は
排
水
不
良
等
で

維
持
管
理
が
著
し
く

困
難
な
も
の

地
盤
沈
下
、低
湿

地
又
は
排
水
不
良

等
で
維
持
管
理
が

困
難
な
も
の

地
盤
沈
下
、低

湿
地
又
は
排
水

不
良
等
で
維
持

管
理
上
好
ま
し
く

な
い
も
の

官
庁
営
繕
事
業
に
係
る
新
規
事
業
採
択
時
評
価
手
法
別
表
１
一
部
抜
粋
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６
．官
庁
営
繕
事
業
の
事
後
評
価
の
方
法
①
事
業
計
画
の
必
要
性

１
）
事
業
計
画
の
必
要
性
に
関
す
る
評
価
指
標
（
３
／
３
）

計
画
理
由
別
の
評
点
が
最
も
高
い
計
画
理
由
を
主
要
素
、そ
れ
以
外
の
計
画
理
由
を
従
要
素
（
素
点
の

1
/1
0
）
に
分
類
し
、各
入
居
官
署
の
評
点
を
算
出
。

（
合
同
計
画
、特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
に
よ
る
計
画
は
各
1
0
点
加
算
）

計
画
理
由
内
容
評
点

1
0
0

9
0

8
0

7
0

6
0

5
0

4
0

備
考

防
災
機
能

に
係
る
施

設
の
不
備

災
害
時
に
お

け
る
必
要
機

能
に
係
る
施

設
の
不
備

施
設
が
不
備
、か
つ
運
用

に
よ
る
代
替
が
で
き
な
い

た
め
、業
務
の
遂
行
が
著

し
く
困
難
な
も
の
又
は
人

命
の
安
全
確
保
が
困
難

な
も
の

施
設
が
不
備
、か
つ
運
用

に
よ
る
代
替
が
十
分
で
き

な
い
た
め
、業
務
上
好
ま

し
く
な
い
も
の
又
は
人
命

の
安
全
上
好
ま
し
く
な
い

も
の

改
修
に
よ
り
対
応
で

き
る
場
合
は
、主
要
素

と
し
な
い
。

施
設
の
不

備

必
要
施
設

の
不
備
(災

害
時
に
お
け

る
必
要
機
能

に
係
る
施
設

の
不
備
を
除

く
)

施
設
が
不
備
の
た
め
業

務
の
遂
行
が
著
し
く
困
難

な
も
の

施
設
が
不
備
の
た
め
業
務

の
遂
行
が
困
難
な
も
の

施
設
が
不
備
の
た
め
業
務

の
遂
行
に
支
障
を
来
し
て

い
る
も
の

施
設
が
不
備
の
た
め
業

務
上
好
ま
し
く
な
い
も
の

又
は
来
庁
者
の
利
用
上

著
し
く
支
障
が
あ
る
も
の

敷
地
等
の
関
係
で
増

築
が
可
能
な
場
合
は
、

主
要
素
と
し
な
い
。

採
光
、

換
気
不
良

法
令
に
よ
る
基
準
よ
り
は
る

か
に
低
い
も
の

法
令
に
よ
る
基
準
よ
り
相

当
低
い
も
の

法
令
に
よ
る
基
準
以
下
で

あ
る
も
の

主
要
素
と
し
な
い
。

法
令
等

法
令
等
に

基
づ
く
整
備
法
令
、閣
議
決
定
等
に
基

づ
き
整
備
が
必
要
な
も
の

国
の
行
政
機
関
等
の

移
転
及
び
機
構
統
廃

合
等
に
適
用
す
る
。た

だ
し
、機
構
統
廃
合
に

よ
る
場
合
は
、主
要
素

と
し
な
い
。

官
庁
営
繕
事
業
に
係
る
新
規
事
業
採
択
時
評
価
手
法
別
表
１
一
部
抜
粋
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７
．官
庁
営
繕
事
業
の
事
後
評
価
の
方
法
②
事
業
計
画
の
合
理
性

○
事
業
計
画
の
合
理
性
に
関
す
る
評
価
指
標

評
点

評
価

1
0
0
点

下
記
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
。

・同
等
の
性
能
を
確
保
で
き
る
他
の
案
と
の
経
済
比
較
を
行
っ
た
際
に
、

事
業
案
の
方
が
経
済
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
。

・同
等
の
性
能
を
確
保
で
き
る
他
の
案
と
の
経
済
比
較
を
行
っ
た
際
に
、

リ
ス
ク
等
の
総
合
判
断
に
よ
り
事
業
案
の
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
る
場
合
。

・他
の
案
で
は
、事
業
案
と
同
等
の
性
能
を
確
保
で
き
な
い
と
評
価
さ
れ

る
場
合
。（
実
現
可
能
な
代
替
案
が
存
在
し
な
い
場
合
を
含
む
）

・他
の
組
織
・機
関
が
採
算
性
等
の
審
査
等
に
よ
り
評
価
を
行
う
の
で

あ
っ
て
、当
該
評
価
方
法
に
合
理
性
が
あ
る
と
確
認
で
き
る
場
合
。

0
点

上
記
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。

次
の
４
つ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
1
0
0
点
と
し
、い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
は
0
点
と
す
る
。

官
庁
営
繕
事
業
に
係
る
新
規
事
業
採
択
時
評
価
手
法
一
部
抜
粋

10



８
．官
庁
営
繕
事
業
の
事
後
評
価
の
方
法
③
事
業
計
画
の
効
果

１
）
業
務
を
行
う
た
め
の
基
本
機
能
（
Ｂ
１
）
の
発
揮
見
込
み
を
評
価
す
る
た
め
の
指
標

分 類
項

目
1
.1

1
.0

0
.9

0
.8

0
.7

0
.5

位 置

用
地
の
取
得
・借
用

(新
規
取
得
か
否
か
を

問
わ
ず
)国
有
地
に
建

設
さ
れ
て
い
る
。

必
要
な
期
間
の
用
地
の

利
用
(借
用
を
含
む
。)
が

担
保
さ
れ
て
い
る
。

用
地
の
取
得
上
、借
用
上
の

問
題
が
あ
る
が
、そ
の
問
題

は
解
消
さ
れ
る
見
込
み
が
あ

る
。

用
地
の
取
得
上
、借
用
上
の

問
題
が
あ
り
、そ
の
問
題
が

解
消
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
。

災
害
防
止
・

環
境
保
全

自
然
的
条
件
か
ら
み
て

災
害
防
止
・環
境
保
全

上
良
好
な
状
態
で
あ
る
。自
然
的
条
件
か
ら
み
て

災
害
防
止
・環
境
保
全

上
支
障
が
な
い
。

自
然
的
条
件
か
ら
み
て
災

害
防
止
・環
境
保
全
上
軽
微

な
支
障
が
あ
る
。

自
然
的
条
件
か
ら
み
て
災

害
防
止
、環
境
保
全
上
重
大

な
支
障
が
あ
る
。

ア
ク
セ
ス
の
確
保

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
は

良
好
で
あ
る
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
支

障
は
な
い
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
軽
微

な
支
障
が
あ
る
。

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
重
大

な
支
障
が
あ
る
。

都
市
計
画
そ
の
他

の
土
地
利
用
に
関

す
る
計
画
と
の
整
合

性

都
市
計
画
そ
の
他
の
土

地
利
用
に
関
す
る
計
画

と
整
合
し
て
い
る
。

都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利

用
に
関
す
る
計
画
と
整
合
し
て

い
な
い
が
、整
合
す
る
見
込
み

が
あ
る
。

都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地

利
用
に
関
す
る
計
画
と
整
合

し
て
お
ら
ず
、整
合
す
る
見
込

み
が
な
い
。

敷
地
形
状
等

敷
地
全
体
が
有
効
に
利

用
さ
れ
て
お
り
、安
全
・円

滑
に
敷
地
へ
の
出
入
り

が
で
き
る
。

敷
地
の
一
部
が
有
効
に
利

用
で
き
な
い
。

敷
地
へ
の
安
全
・円
滑
な
出

入
り
に
軽
微
な
問
題
が
あ
る
。
敷
地
の
有
効
利
用
又
は
敷

地
へ
の
安
全
・円
滑
な
出
入

り
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
。

規 模

建
築
物
の
規
模

業
務
内
容
等
に
応
じ
、適

切
な
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

業
務
内
容
等
に
対
し
、や
や

不
適
切
な
規
模
と
な
っ
て
い

る
。

業
務
内
容
等
に
対
し
、著
し

く
不
適
切
な
規
模
と
な
っ
て

い
る
。

敷
地
の
規
模

建
築
物
の
規
模
及
び
業

務
内
容
に
応
じ
、適
切
な

規
模
と
な
っ
て
い
る
。

建
築
物
の
規
模
及
び
業
務
内

容
に
対
し
、や
や
不
適
切
な
規

模
と
な
っ
て
い
る
。(
駐
車
場
の

不
足
な
ど
)

建
築
物
の
規
模
及
び
業
務

内
容
に
対
し
、著
し
く
不
適

切
な
規
模
と
な
っ
て
い
る
。

構 造

機
能
性
(業
務
を
行

う
た
め
の
基
本
機
能

に
該
当
す
る
部
分
)

執
務
に
必
要
な
空
間
及

び
機
能
が
適
切
に
確
保

さ
れ
て
い
る
。

執
務
に
必
要
な
空
間
又
は

機
能
が
適
切
に
確
保
さ
れ

て
い
な
い
。

執
務
に
必
要
な
空
間
又
は

機
能
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
。

項
目
ご
と
に
当
該
事
業
の
現
状
に
最
も
近
い
欄
を
選
択
し
、該
当
す
る
係
数
を
全
て
掛
け
合
わ
せ
、1
0
0
を
乗
じ
て
得
た
値
を
事
業
計

画
の
効
果
に
関
す
る
評
点
と
す
る
。

官
庁
営
繕
事
業
に
係
る
完
了
後
の
事
後
評
価
手
法
別
紙
２
－
１
一
部
抜
粋
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事
業
計
画
の
効
果
（
施
策
に
基
づ
く
付
加
機
能
）
の
発
現
状
況
を
確
認
す
る
際
に
参
照
す
る
事
項

分
類

評
価
項
目

確
保
す
る
性
能
の
水
準

(※
１
)

社
会
性

地
域
性

・ ・

官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準

(※
２
)に
基
づ
き
、地
域
の
特
性
と
と
も
に
、地
域
の
活
性
化
等
地
域
社
会
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準
(※
２
)に
基
づ
き
、地
域
の
特
性
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

景
観
性

・ ・

官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準

(※
２
)に
基
づ
き
、地
域
の
特
性
を
考
慮
し
つ
つ
、周
辺
環
境
と
の
調
和
が
図
ら
れ
、良
好
な
景
観
の
形
成
に
つ
い
て
配
慮
さ

れ
て
い
る
。

官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準

(※
２
)に
基
づ
き
、周
辺
環
境
と
の
調
和
が
図
ら
れ
、良
好
な
景
観
の
形
成
に
つ
い
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

環
境

保
全
性

環
境
保
全
性

・
官
庁
施
設
の
環
境
保
全
性
基
準

(※
３
)に
基
づ
き
、環
境
保
全
性
の
水
準
を
満
た
し
て
い
る
。

木
材
利
用
促
進
・
公
共
建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
の
た
め
の
計
画

(※
４
)に
基
づ
き
、木
造
化

(※
５
)、
内
装
等
の
木
質
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

機
能
性

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン

・ ・

官
庁
施
設
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
基
準

(※
６
)に
基
づ
き
、不
特
定
か
つ
多
数
の
人
が
利
用
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、建
築
物
移
動
等
円
滑
化
誘

導
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。

官
庁
施
設
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
基
準

(※
６
)に
基
づ
き
、そ
の
他
の
施
設
に
つ
い
て
は
、建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。

安
全
性

防
災
性

・ ・ ・

官
庁
施
設
の
総
合
耐
震
・
対
津
波
計
画
基
準
(※
７
)に
基
づ
き
、
大
地
震
動
後
、
構
造
体
の
補
修
を
す
る
こ
と
な
く
建
築
物
を
使
用
で
き
る
こ
と
を

目
標
と
し
、
人
命
の
安
全
確
保
に
加
え
て
災
害
応
急
対
策
活
動
等
の
た
め
の
十
分
な
機
能
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
。

官
庁
施
設
の
総
合
耐
震
・
対
津
波
計
画
基
準
(※
７
)に
基
づ
き
、
大
地
震
動
後
、
構
造
体
の
大
き
な
補
修
を
す
る
こ
と
な
く
建
築
物
を
使
用
で
き
る
こ

と
を
目
標
と
し
、
人
命
の
安
全
確
保
に
加
え
て
災
害
応
急
対
策
活
動
等
の
た
め
の
機
能
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
。

官
庁
施
設
の
総
合
耐
震
・
対
津
波
計
画
基
準
(※
７
)に
基
づ
き
、
大
地
震
動
に
よ
り
構
造
体
の
部
分
的
な
損
傷
は
生
じ
る
が
、
建
築
物
全
体
の
耐
力
の

低
下
は
著
し
く
な
い
こ
と
を
目
標
と
し
、
人
命
の
安
全
確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
。

経
済
性

耐
用
性

・
官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準

(※
２
)に
基
づ
き
、目
標
と
す
る
使
用
期
間
を
考
慮
し
、適
切
に
構
造
体
及
び
被
覆
等
の
修
繕
等
（
た
だ
し
、大
規
模
な
修
繕
を

除
く
。）
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、大
規
模
な
修
繕
を
行
わ
ず
に
長
期
的
に
構
造
耐
力
上
必
要
な
性
能
を
確
保
で
き
る
。

保
全
性

・
官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準

(※
２
)に
基
づ
き
、清
掃
、点
検
・保
守
等
の
維
持
管
理
及
び
材
料
、機
器
等
の
更
新
が
、効
率
的
か
つ
安
全
に
行
え
る
。

※
１
個
別
の
事
業
特
性
に
応
じ
て
本
表
に
記
載
の
な
い
付
加
機
能
を
加
え
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

※
２
「
官
庁
施
設
の
基
本
的
性
能
基
準
」
(平
成
２
５
年
３
月
２
９
日
国
営
整
第
１
９
７
号
、国
営
設
第
１
３
４
号
)に
よ
る
。

※
３
「
官
庁
施
設
の
環
境
保
全
性
基
準
」
(平
成
２
３
年
３
月
３
１
日
国
営
環
第
５
号
)に
よ
る
。

※
４
「
公
共
建
築
物
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
の
た
め
の
計
画
」
(令
和
３
年
４
月
１
日
国
土
交
通
省
)に
よ
る
。

※
５
「
木
造
化
」
と
は
、構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
の
一
部
又
は
全
部
に
木
材
を
利
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

※
６
「
官
庁
施
設
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
基
準
」
(平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
国
営
整
第
１
５
７
号
、国
営
設
第
１
６
３
号
)に
よ
る
。

※
７
「
官
庁
施
設
の
総
合
耐
震
・対
津
波
計
画
基
準
」
(平
成
２
５
年
３
月
２
９
日
国
営
計
第
１
２
６
号
、国
営
整
第
１
９
８
号
、国
営
設
第
１
３
５
号
)に
よ
る
。

官
庁
営
繕
事
業
に
係
る
完
了
後
の
事
後
評
価
手
法
別
紙
２
－
2
一
部
抜
粋

8
.官
庁
営
繕
事
業
の
事
後
評
価
の
方
法
③
事
業
計
画
の
効
果

○
施
策
に
基
づ
く
付
加
機
能
（
Ｂ
２
）
の
評
価
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９
．
周
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の
状

況
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